
労働者派遣事業における情報公開 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 23 条第 5 項に基づき以下の

情報を公開します。 

対象期間:2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日 

事業所名称 東芝インフラテクノサービス株式会社  

事業所所在地 東京都新宿区西新宿六丁目２４番１号 西新宿三井ビルディング３Ｆ，８Ｆ 

許可番号 派 13-317375 

 

■労働者派遣実績等 

派遣労働者数（2025 年 3 月 31 日時点） 22 名 

派遣先の数 2 社 

マージン率（小数点第 2 位以下四捨五入） 36.9% 

労働者派遣の料金平均額（1 日 8 時間／円） 36,075 円 

派遣労働者の賃金平均額（1 日 8 時間／円） 22,742 円 

※マージンには弊社負担の法定福利費、法定外福利費、教育訓練費、有給休暇費用等が含まれています 

 

■キャリア形成支援制度に関する事項 

<キャリアコンサルティングの相談窓口>  

総務部 総務第三担当 派遣デスク:TEL 03-5322-5051  

 

<教育訓練に関する事項>  

教育訓練内容 対象者 賃金 実施方法 訓練費用 

入社時教育 新規就労者 有給 e ラーニング 無償 

一般教育（CS・5S など） 派遣社員 有給 e ラーニング 無償 

情報セキュリティ教育 派遣社員 有給 e ラーニング 無償 

コンプライアンス教育 派遣社員 有給 e ラーニング 無償 

技術者倫理教育 派遣社員 有給 e ラーニング 無償 

 

■待遇決定方式の情報提供について 

・労使協定方式を締結しているか否か ······················· 締結している 

・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 ················ 全派遣労働者 

・労使協定の有効期間の終期 ······························· 2026 年 3 月 31 日 


